
号

外

二�
平

成
十
九
年

十

月
三
十
一
日

目

次

公

示

○
雇
用
直
結
型
三
次
元
Ｃ
Ａ
Ｄ
技
術
者
養
成
事
業
業
務
委
託
に
係
る
公

募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
関
す
る
実
施
公
告

(

情
報
産
業
課)

一
ペ
ー
ジ

公

示

○
雇
用
直
結
型
三
次
元
Ｃ
Ａ
Ｄ
技
術
者
養
成
事
業
業
務
委
託
に
係
る
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
関

す
る
実
施
公
告

雇
用
直
結
型
三
次
元
Ｃ
Ａ
Ｄ
技
術
者
養
成
事
業
業
務
委
託
に
係
る
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
実
施
す

る
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
業
務
概
要

�
提
案
を
募
集
す
る
業
務
の
名
称

雇
用
直
結
型
３
次
元
Ｃ
Ａ
Ｄ
技
術
者
養
成
事
業
業
務
委
託
一
式

�
提
案
を
募
集
す
る
業
務
の
内
容

企
画
提
案
説
明
書
に
よ
る
｡

２
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
事
項

�
地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和
22年

政
令
第
16号

)
第
167条

の
４
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で

あ
る
こ
と
｡

�
会
社
更
生
法
(平
成
14年

法
律
第
154号

)
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
(同
法
附
則

第
２
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
｡

以
下
同
じ
｡)
が
な
さ
れ
て
い
る
者
(同
法
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

る
者
で
あ
っ
て
も
､
手
続
開
始
の
決
定
後
､
岐
阜
県
が
別
に
定
め
る
手
続
に
基
づ
く
入
札
参
加
資

格
の
受
付
が
な
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
｡)
で
な
い
こ
と
｡

�
民
事
再
生
法
(平
成
11年

法
律
第
225号

)
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て

い
る
者
(同
法
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
も
､
手
続
開
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号
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毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
十
月
三
十
一
日



始
の
決
定
後
､
岐
阜
県
が
別
に
定
め
る
手
続
に
基
づ
く
入
札
参
加
資
格
の
受
付
が
な
さ
れ
て
い
る

者
を
除
く
｡)
で
な
い
こ
と
｡

�
岐
阜
県
か
ら
､
岐
阜
県
製
造
の
請
負
､
物
件
の
買
入
れ
そ
の
他
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置

要
領
に
基
づ
く
資
格
停
止
措
置
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
｡

３
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
手
続
等
に
関
す
る
事
項

�
担
当
部
局

〒
509―

0108
岐
阜
県
各
務
原
市
須
衛
町
４
丁
目
179番

地
19
ア
ネ
ッ
ク
ス
・
テ
ク
ノ
２

岐
阜
県
産
業
労
働
部
情
報
産
業
課
(各
務
原
市
駐
在
)

電
話
058―

379―
3330

�
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
係
る
企
画
提
案
説
明
書
の
交
付
期
間
及
び
交
付
場
所

ア
交
付
期
間

平
成
19年

10月
31日

(水
)
か
ら
平
成
19年

11月
6日
(火
)
ま
で
の
毎
日
(県

の
機
関
の
休
日
を
除
く
｡)
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

イ
交
付
場
所
３
の�
に
同
じ
｡

�
企
画
提
案
書
等
の
提
出
期
間
､
提
出
場
所
及
び
提
出
方
法

ア
提
出
期
間
平
成
19年
10月
31日

(水
)
か
ら
平
成
19年
11月
12日

(月
)
ま
で
の
毎
日
(県

の
機
関
の
休
日
を
除
く
｡)
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
(郵
送
の
場
合
は
､

平
成
19年
11月
12日

(月
)
午
後
５
時
到
着
分
ま
で
有
効
)

イ
提
出
場
所
３
の�
に
同
じ
｡

ウ
提
出
方
法
持
参
又
は
簡
易
書
留
に
よ
る
郵
送

�
企
画
提
案
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
参
加
す
る
資
格
の
な
い
者
及
び
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
の
提
案
は
､
無
効
と
す
る
｡

ア
参
加
者
が
同
一
事
項
に
対
し
､
２
以
上
の
提
案
書
を
提
出
し
た
と
き
｡

イ
参
加
者
が
他
人
の
代
理
を
し
､
又
は
代
理
人
が
他
人
の
代
理
を
兼
ね
た
と
き
｡

ウ
そ
の
他
担
当
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
示
し
た
事
項
に
違
反
し
た
と
き
｡

�
企
画
提
案
の
審
査
方
法

企
画
提
案
の
審
査
は
､
提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
を
｢雇
用
直
結
型
３
次
元
Ｃ
Ａ
Ｄ
技
術
者
養

成
事
業
業
務
委
託
候
補
者
選
定
審
査
委
員
会
｣
に
お
い
て
審
査
を
行
う
｡

４
そ
の
他

�
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
参
加
に
係
る
費
用
は
､
参
加
者
の
負
担
と
す
る
｡

�
提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
等
は
､
返
却
し
な
い
｡

�
詳
細
は
､
企
画
提
案
説
明
書
に
よ
る
｡
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阜
市
薮
田
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二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


